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（目 的）

土砂災害から国民の生活及び身体を保護するため、土砂災害が発生する恐れがある土地の区域を明らかにし、当

該区域における警戒避難体制の整備を図るとともに、著しい土砂災害が発生する恐れがある土地の区域において、

一定の開発行為を制限するほか、建築物の構造の規制に関する所要の措置を定めること等により、土砂災害防止対

策の推進を図り、公共の福祉の確保をすることとされています。

１．土砂災害警戒区域

都道府県知事は、関係市町村長の意見を聞いて、基本方針に基づき、急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民

等の生命又は身体に危害が生ずる恐れがあると認められる土地の区域で、土砂災害を防止するために警戒避難体制

を特に整備すべき土地の区域として一定の基準に該当するものを「土砂災害警戒区域」（以下、「警戒区域」といい

ます。）として、指定することができます（法第６条第１項、第３項）。

２．土砂災害特別警戒区域

① 都道府県知事は、関係市町村長の意見を聞いて、基本方針に基づき、「警戒区域」の中で、急傾斜地の崩壊

等が発生した場合に、建築物に損壊が生じ、住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずる恐れがあると認めら

れる土地の区域で、開発行為や建築物の構造について、一定の基準に該当するものを「土砂災害特別警戒区域」

（以下、「特別警戒区域」といいます。）として、指定することができます（法第８条第１項、第３項）。

② 特別警戒区域内においては、災害を未然に防止する観点から、住宅・宅地分譲及び社会福祉施設等一定の建

築物（予定建築物）の立地のための開発行為（特別開発行為）を行う者は、都道府県知事の許可を受けなけれ

ばなりません（法第９条第１項、第２項）。

許可が必要となる予定建築物とは、用途が以下のものである場合です。

・住宅（但し、自己居住用は除かれます。）

→ 自宅の建設のための開発行為は許可不要ですが、住宅宅地分譲のための開発行為等は許可が必要となり

ます。

・高齢者、障害者、乳幼児等が利用する社会福祉施設（老人福祉施設、有料老人ホーム、身体障害者・知的障

害者援護施設、母子福祉施設 等）

・学校（盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園）

・医療施設（病院、診療所、助産所）

なお、開発区域内において、当該許可に係る土砂災害を防止するための工事等の全てが完了して、その旨が

公告されるまでは、上記の制限用途の建築物は建築できません（法第１８条）。

③ 特定開発行為の許可を受けようとする者は、以下の事項を記載した申請書を提出しなければなりません（法

第１０条）。

（１）特定開発行為をする土地の区域の位置、区域、規模

（２）予定建築物の用途、その敷地の位置

（３）予定建築物における土砂災害を防止するための工事等（対策工事）の計画

（４）工事に係る着手予定日及び完了予定日

④ 特定開発行為の許可を受けた者は③（２）（３）に掲げる事項の変更をしようとする場合においては、都道府県知

事の許可を受けなければなりません（法第１６条）。

⑤ 特定開発行為の許可を受けた者は、当該許可に係る対策工事の全てが完了した時は、その旨を都道府県知事
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に届け出なければなりません（法第１７条第１項）。

都道府県知事は、届出をした者に対して、技術的基準に適合している場合は、検査済証を交付する（法第１７

条第２項）とともに、対策工事が完了した旨を公告することとなります（法第１７条第３項）。

⑥ 特別警戒区域内では、居室を有する建築物については、建築基準法に基づく政令において、土砂災害に対す

る安全性が確保されるような構造の基準が定められる（法第２３条）とともに、建築確認を受けなければなりま

せん。

⑦ 都道府県知事は、特別警戒区域内における建築物の所有者、管理者、占有者に対して、移転等の勧告を行う

ことができる（法第２５条）とともに、当該勧告を受けて移転する者のために、資金の確保等の支援措置を講じ

るよう努めるものとされています（法第２７条）。

◆土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域の確認方法

都道府県知事は、指定するときは、指定区域や土砂災害の発生原因となる自然現象の種類を明示して、都道府県

の公報に掲載することとなっています。また、関係図書が市町村長にも送付されることになっていますので、市町

村役場の担当部局で確認できます。
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